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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体からコンテンツデータを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分類する管理手
段と、
　前記再生手段による前記コンテンツデータの再生停止に応じて、前記コンテンツデータ
を前記グループに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する制御手段と、
　前記問い合わせ情報に応じて、複数の所定の前記グループのうちの何れかのグループを
選択する選択手段とを備え、
　前記管理手段は前記再生を停止したコンテンツデータを前記選択手段により選択された
グループに分類し、
　前記制御手段は、前記選択手段により前記複数のグループのうちの何れも選択されなか
った場合に、新たな前記グループを作成するための情報を前記表示装置に出力することを
特徴とする再生装置。
【請求項２】
　記録媒体からコンテンツデータを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分類し、ルート
ディレクトリを含む前記複数のグループに対応した階層構造のディレクトリにより前記複
数のコンテンツデータを管理する管理手段と、
　前記再生手段による前記コンテンツデータの再生停止に応じて、前記コンテンツデータ
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を前記グループに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記ルートディレクトリに格納されたコンテンツデータを再生停止し
た場合に前記問い合わせ情報を出力し、前記ルートディレクトリ以外のディレクトリに格
納されたコンテンツデータを再生停止した場合には前記問い合わせ情報の出力を停止する
ことを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　記録媒体からコンテンツデータを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分類する管理手
段と、
　前記再生手段による前記コンテンツデータの再生停止に応じて、前記コンテンツデータ
を前記グループに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記再生停止したコンテンツデータが複数の所定の前記グループのう
ちの何れにも分類されていない場合に前記問い合わせ情報を出力することを特徴とする再
生装置。
【請求項４】
　記録媒体からコンテンツデータを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分類する管理手
段と、
　前記コンテンツデータの再生停止を指示する指示手段と、
　前記指示手段による再生停止の指示に応じて、前記コンテンツデータを前記グループに
分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記指示手段に応じた再生停止位置が前記コンテンツデータの先頭か
ら所定期間以降であった場合に前記問い合わせ情報を表示することを特徴とする再生装置
。
【請求項５】
　記録媒体からコンテンツデータを再生する再生手段と、
　前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分類する管理手
段と、
　前記再生手段による前記コンテンツデータの再生停止に応じて、前記コンテンツデータ
を前記グループに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する制御手段とを備え
、
　前記制御手段は、前記コンテンツデータの再生を停止した位置が前記コンテンツデータ
の終端位置であった場合に前記問い合わせ情報を出力し、前記終端位置以外の位置で再生
を停止した場合には前記問い合わせ情報の表示を禁止することを特徴とする再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再生装置に関し、特に記録媒体に記録されているコンテンツファイルの分類方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮影した画像データをメモリカードに記録するデジタルカメラが知られている。
また、近年では、ＤＶＤなどの光ディスクに対して撮影した動画像などを記録するディス
クビデオカメラも登場している。
【０００３】
　この様なデジタルカメラやビデオカメラでは、動画、静止画や音声等のコンテンツを記
録媒体に記録する場合、各コンテンツを一つのファイルとして扱い、ＵＤＦやＦＡＴ等の
ファイルシステムを通してこれらのファイルを管理している。
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【０００４】
　この様に記録されたコンテンツファイルを再生する場合、記録済みのコンテンツファイ
ルの代表画像を示すサムネイル画像を一覧表示し、ユーザが任意のコンテンツを選択して
、再生するようになっている。
【０００５】
　また、近年では、記録媒体の記録容量が飛躍的に増加する一方、ＭＰＥＧなどの画像情
報圧縮技術などの進歩により、一つの記録媒体に対して多数のコンテンツファイルを記録
可能となってきた。
【０００６】
　そのため、記録媒体に記録された多数のコンテンツファイルから、再生したいコンテン
ツを容易に探し出すための工夫が必要になってくる。
【０００７】
　多数のコンテンツから所望のコンテンツを見つけるため、予めコンテンツデータを記録
日時や記録場所などにより複数のグループに分類して記録する構成が考えられている（例
えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－２５４７４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の様にコンテンツファイルを自動的に分類する場合、ユーザ
が考えていたグループとは違うグループに分類されてしまうことがある。
【０００９】
　そこで、ユーザが希望するグループに分類して管理するためには、各コンテンツファイ
ルの内容を確認した上で、グループ分けの処理を別途実行する必要があり、大変手間がか
かっていた。
【００１０】
　また、前述のファイルシステムに従ってコンテンツファイルを扱う場合、階層構造をも
つことも考えられ、この様な階層構造をもつファイルシステム上では、より効果的にコン
テンツを分類することが求められる。
【００１１】
　本発明はこの様な問題を解決することを目的とする。
【００１２】
　本発明の他の目的は、記録されたコンテンツを容易に分類して管理し、ストレスなく快
適に鑑賞可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するため、本発明においては、記録媒体からコンテンツデータを再生す
る再生手段と、前記記録媒体に記録された複数のコンテンツデータを複数のグループに分
類する管理手段と、前記再生手段による前記コンテンツデータの再生停止に応じて、前記
コンテンツデータを前記グループに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力する
制御手段と、前記問い合わせ情報に応じて、複数の所定の前記グループのうちの何れかの
グループを選択する選択手段とを備え、前記管理手段は前記再生を停止したコンテンツデ
ータを前記選択手段により選択されたグループに分類し、前記制御手段は、前記選択手段
により前記複数のグループのうちの何れも選択されなかった場合に、新たな前記グループ
を作成するための情報を前記表示装置に出力する構成とした。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、記録されたコンテンツデータを容易に分類して管理することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１５】
　図１は本発明が適用されたビデオカメラ１００の構成を示すブロック図である。
【００１６】
　図１において、１０１はレンジなどの光学系、ＣＣＤ、カメラ信号処理回路などを含む
撮像部、１０２はマイクユニットやマイクアンプなどを含むマイク部、１０３はメモリ、
１０４は画像信号を符号化、復号化する画像処理部、１０５は音声信号を符号化、復号化
する音声処理部、１０６は各部を制御するＣＰＵ、１０７は各種の操作スイッチを備える
操作キー、１０８は表示器１０９の表示画面を生成して出力する表示制御部、１０９は液
晶パネルなどの表示器、１１０は再生された音声を出力するスピーカ、１１１は記録媒体
Ｍに対して画像、音声データなどのコンテンツデータを記録再生する記録再生部、１１２
は装置外部との間で各種のデータを入出力する外部入出力部、１１３はデータバスである
。
【００１７】
　本形態では、記録媒体としてＤＶＤなどの光ディスクを用い不図示の着脱機構により容
易に着脱可能である。また、記録媒体Ｍに対しては、ＣＰＵ１０６がＵＤＦ、ＦＡＴなど
のファイルシステムに従って画像、音声データを含むコンテンツファイルを記録再生する
。ファイルシステムとは、ファイルを管理するための管理情報とファイルデータからなる
構造体系を意味する。このファイルシステムを共通化することによって異なった記録媒体
、あるいは機器間でコンテンツファイルを扱うことが可能となる。
【００１８】
　次に、記録動作について説明する。
【００１９】
　まず、操作キー１０７により電源が投入された状態では、撮像部１０１から出力された
動画像データが表示制御部１０８に送られ、表示制御部１０８は撮像部１０１２より得ら
れている動画像を表示器１０９に表示する。この状態で操作キー１０７の記録トリガスイ
ッチにより記録開始が指示されると、ＣＰＵ１０６は撮像部１０１から得られた動画像デ
ータをメモリ１０３に書き込むと共に、画像処理部１０４を制御して、メモリ１０３に順
次書き込まれた動画像データをＭＰＥＧ規格に従って符号化し、再びメモリ１０３に書き
込む。また、マイク１０２により得られた音声データをメモリ１０３に書き込むと共に、
音声処理部１０５を制御して、メモリ１０３に書き込まれた音声データを読み出してＭＰ
ＥＧ方式に従い符号化し、再びメモリ１０３に書き込む。
【００２０】
　次に、ＣＰＵ１０６は、メモリ１０３に書き込まれた符号化動画像データと音声データ
とを多重化してストリーム形式に変換し、記録再生部１１１に送る。本形態では、ストリ
ーム形式として、ＭＰＥＧ２トランスポートストリームやプログラムストリーム形式を採
用する。
【００２１】
　記録再生部１１１は、メモリ１０３から送られた画像、音声のストリームデータをＣＰ
Ｕ１０６の指示に従って記録媒体Ｍに記録する。このとき、ＣＰＵ１０６は、画像、音声
ストリームを含むコンテンツファイルに関するファイルヘッダの情報や管理情報を生成し
、記録再生部１１１に送る。記録再生部１１１はヘッダの情報や管理情報も記録媒体Ｍに
記録する。
【００２２】
　図２は、記録媒体Ｍに記録されるファイルのフォルダ構造を示す図である。これらのフ
ォルダ構造は、ＣＰＵ１０６がファイルシステムに従って管理する。
【００２３】
　図２において、ＲＯＯＴフォルダの下にＶＩＤＥＯ、ＤＣＩＭ、ＭＩＳＣの各フォルダ
があり、ＶＩＤＥＯフォルダの下に管理用のフォルダＭＡＮＡＧフォルダがあり、その下
に記録媒体Ｍの属性などが記述されたｄｉｓｋ．ｉｎｆファイルや、記録媒体Ｍに記録さ
れるコンテンツファイルを管理するファイルｍｇｒｉ００１．ｉｎｆが格納される。これ
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らのファイルで記録媒体Ｍのコンテンツファイルを管理する。
【００２４】
　また、ＶＩＤＥＯフォルダ下のＰＲＧ０００１フォルダ以下に、コンテンツファイル群
と、記録媒体Ｍに記録されるコンテンツファイル群の代表画像を一括記録するｉｍｇ００
０１．ｔｈｍファイル、各コンテンツファイルのタイトル、検索用テーブル、付加情報、
メインテナンス情報などを一括記録するｉｍｇ０００１．ｍｐ７が置かれる。検索用テー
ブルは、コンテンツファイルの属性、タイトル、日付、付帯情報などをキーとしたハッシ
ュテーブルを作成する。コンテンツファイル例として、ＭＰＥＧデータファイルｉｍｇ０
００１．ｍｐｇ、ＭＰＥＧデータストリームのタイムスタンプ、構造情報などが記載され
た情報ファイルｉｍｇ０００１．ｉｎｆ、ＭＰＥＧ音声データファイルｉｍｇ０００２．
ｍｐ２、ＪＰＥＧ静止画像ファイルｉｍｇ０００４．ｊｐｇ、テキストデータファイルｉ
ｍｇ０００５．ｔｘｔ、ビットマップイメージファイルｉｍｇ０００６．ｂｍｐ、記録媒
体に記録されたコンテンツを使用して、シーン記述するプレイリストファイルｉｍｇ００
０７．ｓｍｉ等が記録される。
【００２５】
　コンテンツファイルの数あるいは、番号が所定以上、または、所定の条件が変更された
場合は、新たにＶＩＤＥＯフォルダの下にＰＲＧ０００２のようにフォルダを作成し、そ
の下にコンテンツファイルを配置していく。コンテンツファイル番号は、たとえば、記録
コンテンツファイルがＭＰＥＧデータストリームの場合、以前記録されたコンテンツファ
イルの番号に＋１をしたものをファイル名として使用する。
【００２６】
　即ち、図２の如くコンテンツファイルが記録された記録媒体に対して新たにコンテンツ
ファイルを記録する場合、ファイル名をｉｍｇ００８．ｍｐｇとして、￥ＶＩＤＥＯ￥Ｐ
ＲＧ０００１￥の位置に記録する。この場合ＭＰＥＧ２ファイルは、ＭＰＥＧ２ファイル
作成時に得られたストリームの情報ファイルをｉｍｇ０００８．ｉｎｆファイルとしてあ
わせて記録する。また、ＲＯＯＴの下に、ＤｉｇｉｔａｌＣａｍｅｒａＦｏｒｍａｔ（Ｄ
ＣＦ）で規定されるＤＣＩＭや、ＤｉｇｉｔａｌＰｒｉｎｔＯｒｄｅｒＦｏｒｍａｔ（Ｄ
ＰＯＦ）で規定さるＭＩＳＣフォルダの下に、それぞれの規格で規定されるコンテンツを
配置することも可能である。
【００２７】
　次にコンテンツ管理ファイルｍｇｒｉ００１．ｉｎｆについて説明する。
【００２８】
　コンテンツ管理ファイルが管理するコンテンツファイルは、図２でのＶＩＤＥＯフォル
ダ以下のフォルダ、ファイル群を管理する場合と、ＲＯＯＴ以下記録媒体すべてのフォル
ダ、ファイル群を管理する場合、さらに、記録媒体以外の例えば、イントラネット、イン
ターネット上のコンテンツファイルにリンクすることも考えられる。本形態では、ＲＯＯ
Ｔ以下を管理するものとする。
【００２９】
　図３は、コンテンツ管理ファイル（インデックスファイル）の様子を示す図であり、ｍ
ｇｒｉ００１．ｉｎｆインデックスファイル先頭に、管理情報として、インデックス種別
情報、有効インデックス認識子、規格のバージョン、互換レベル、記憶媒体のユニーク番
号、ファイルサイズ、使用インデックス数、最大インデックス数、作成、更新、アクセス
等の日付情報、作成者、テキスト情報等の付帯情報が記載される。また、後述する、仮想
ファイルシステムの構造を記述するエリアを保存する。
【００３０】
　図４は、各インデックスの内容であり、属性、インデックス番号、付加情報の拡張イン
デックス、ファイル名、このコンテンツの付加情報、その他の情報が記述される。属性の
例は、ＭＰＥＧ１は０ｘ０１、ＭＰＥＧ２は０ｘ０２、ＭＰＥＧ４は０ｘ０３、・・・Ｐ
ｌａｙＬｉｓｔは０ｘ８０、効果は０ｘ９０。０ｘＣ０から０ｘＦＥは予約などと記載す
る。さらに０ｘＦＦはメーカー独自の拡張属性として規定する。ファイル名に関して、別



(6) JP 4164478 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

フォルダで同じファイル名を扱う場合には、フルパスでファイル名を記載する必要である
が、その場合、管理が煩雑になる。そのため、ファイル名に属性を付け管理することで管
理を容易にすることができる。たとえば、属性をＶＩＤＥＯフォルダ＝０ｘ００、ＤＣＦ
フォルダ＝０ｘ０１、・・・、機器外部フォルダ＝０ｘ８０などと規定する。
【００３１】
　各インデックスは、固定長、可変長どちらでも良いが、可変長の場合、各インデックス
はサイズ情報が追加される。また、固定長、可変長のサイズは、ファイルシステムのセク
タ、クラスタサイズのＮ倍単位にすることで、ファイルアクセスが容易になる。
【００３２】
　また、コンテンツファイルは、図４の基本インデックスの構造で、図２のｍｇｒｉ００
１．ｉｎｆファイルの中にそれぞれ登録される。また、後述べる仮想ファイルシステムの
フォルダ構成もｍｇｒｉ００１．ｉｎｆファイルの中にそれぞれ登録される。
【００３３】
　図５は、仮想ファイルシステムを説明する図である。
【００３４】
　本形態では、ＣＰＵ１０６は、記録媒体Ｍに記録されるコンテンツファイルの実体を実
ファイルシステムによって、図５のＡに示すフォルダ構成でコンテンツファイル群を管理
する。また、ＣＰＵ１０６は、実ファイルシステムによりファイル管理に加え、図５Ｂに
示す仮想ファイルシステムによるフォルダ構成により、コンテンツファイルのグループ分
類やサムネイルの一覧表示、あるいは、再生時のコンテンツ選択動作などを制御している
。
【００３５】
　図５において、実ファイルシステムの１００ＣＡＮＯＮフォルダに格納されたＩＭＧ＿
０００２．ＭＰＧ～ＩＭＧ＿００８．ＭＰＧ、ＩＭＧ＿０００１．ＪＰＧの各コンテンツ
ファイルがそれぞれ仮想ファイルシステムにおけるフォルダに関連付けて記録されている
。
【００３６】
　具体的には、ＩＭＧ＿０００２．ＭＰＧは２０１０年の１１月１５日に記録され、仮想
ファイルシステムの２０１０／１１／１５というフォルダに関連付けられて記録されてい
る。同様に、ＩＭＧ＿０００３．ＭＰＧ、ＩＭＧ＿０００４．ＭＰＧ、ＩＭＧ＿０００５
．ＭＰＧとＩＭＧ＿０００６．ＭＰＧが２０１０年の１１月１８日に記録され、仮想ファ
イルシステムの２０１０／１１／１８というフォルダに関連付けられ記録されている。ま
た、ＩＭＧ＿０００７．ＭＰＧ、ＩＭＧ＿０００８．ＭＰＧとＩＭＧ＿０００１．ＪＰＧ
が２０１０年の１１月２０日に記録され、仮想ファイルシステムの２０１０／１１／２０
というフォルダに関連付けられて記録されている。
【００３７】
　また、ＩＭＧ＿０００１．ＭＰＧは仮想ファイルシステムのルートに関連付けられて記
録されている。
【００３８】
　このように、ファイルシステムに登録した日付に対応した仮想ファイルシステムのフォ
ルダを作成して、そのフォルダ以下に実ファイルシステムにて管理されるコンテンツファ
イルを関連付けることによって、ファイル情報、検索等の操作は、実ファイルシステムに
問い合わせることなく、インデックスファイルだけで操作ができるため、処理が軽く、敏
速に行える。一方、インデックスファイル、仮想ファイルシステムを解釈できない、外部
機器に対しては、汎用のファイルシステムでファイルの実体をアクセスすることができ、
互換性が維持できる。
【００３９】
　また、フォルダは日付関連だけではなく、場所情報、撮影情報、機器情報、操作者情報
など、いろいろなカテゴリ、ジャンルでフォルダ（グループ）を作成することが可能であ
る。
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【００４０】
　また、本形態では、記録時、任意にフォルダを作成して、記録ファイルを登録、分類す
ることや、既存のフォルダに自動分類することが可能である。また、記録後、編集機能で
、あるフォルダに登録された記録ファイルを、任意のフォルダに移動することも可能であ
る。さらに、フォルダは新規作成、削除、フォルダ名の変更することも可能である。
【００４１】
　次に、再生動作を説明する。
【００４２】
　図６は、記録媒体Ｍに記録されたコンテンツファイルが仮想ファイルシステムに登録さ
れている状態を説明する図である。
【００４３】
　図６において、ルートディレクトリ（ＲＯＯＴ）以下、“父のお気に入り”、“母のお
気に入り”、“２０１０年”、“父のお気に入り”、“ハワイ旅行”のフォルダが存在し
て、それぞれその下の階層にファイル群が格納されている。またファイル“ＩＭＧ＿００
０１．ＭＰＧ”はルートディレクトリ直下に登録されている。
【００４４】
　まず、操作キー１０７を操作し、再生モードで電源を入れる。ＣＰＵ１０６は記録再生
部１１１を制御し、記録媒体Ｍより管理ファイルを読み出す。そして、管理ファイルより
仮想ディレクトリを解析して、記録されたコンテンツファイルのディレクトリ情報を取得
する。そして、このディレクトリ情報に基づき、表示制御部１０８を制御して、記録され
たコンテンツの一覧を表示器１０９に表示する。
【００４５】
　図７は表示器１０９に表示されるコンテンツ一覧画面を示す図である。
【００４６】
　図７の７０１～７０４は各フォルダのサムネイルまたはタイトル名を表示し、７０５は
コンテンツファイル“ＩＭＧ＿０００１．ＭＰＧ”のサムネイルを表示している。
【００４７】
　この状態で、ユーザが再生したい各フォルダまたはファイルを操作キーによって選択す
る。フォルダを選択した場合、そのフォルダ以下のファイル群の一覧を表示する。一覧の
中にフォルダが含まれる場合もある。ここでは、ファイル“ＩＭＧ＿０００１．ＭＰＧ”
を選択した場合を説明する。
【００４８】
　ファイルＩＭＧ＿０００１．ＭＰＧを選択、決定した場合、ＣＰＵ１０６は記録再生部
１１１を制御して、ファイルＩＭＧ＿０００１．ＭＰＧの実データを記録媒体Ｍから読み
出す。そして、画像処理部１０４と音声処理部１０５を制御して、再生された画像、音声
データを復号し、画像データを表示制御部１０８により表示器１０９に表示して、音声デ
ータをスピーカ１１０から出力する。
【００４９】
　このように前記ファイルを再生し、ファイル終端で停止した場合を説明する。
【００５０】
　再生停止の指示があると、ＣＰＵ１０６は表示制御部１０８を制御し、図８に示すよう
に、再生したコンテンツファイルを分類するための問い合わせ画面を表示器１０９に表示
する。
【００５１】
　ここで、ユーザが操作キー１０７を操作してカーソル８０１を移動し、“はい”を選択
した場合、ＣＰＵ１０６は、図９に示す分類先のカテゴリ一覧画面を表示器１０９に表示
する。図９の９０１は選択先カテゴリ一覧項目の位置をあらわすスライダーバーである。
ユーザは操作キー１０７を操作してカーソル９０２を移動し、分類先を選択する。図９で
は“母のお気に入り”を選択している様子を示している。ここで、操作者が選択、実行を
した場合、直前に再生したコンテンツファイル、即ち、ここではＩＭＧ＿０００１．ＭＰ
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Ｇが、ルートディレクトリから“母のお気に入り”フォルダに移動、登録される。
【００５２】
　また、新規に選択先のフォルダを作成したい場合は、“新規作成”を選択し、実行する
と、ＣＰＵ１０６は、図１０に示したフォルダ（カテゴリ）新規作成画面を表示器１０９
に表示する。図１０は、新規作成したいフォルダ（カテゴリ）の配置場所を指定するため
の画面である。図１０では、ルートディレクトリを選択していること示している。
【００５３】
　この状態で実行した場合、ＣＰＵ１０６は、図１１に示したフォルダ（カテゴリ）タイ
トル設定画面を表示器１０９に表示する。図１１では、“世界旅行”とタイトルを入力し
た状態を示している。この状態で実行した場合、ルートディレクトリの位置に“世界旅行
”というフォルダが作成され、このファルダ以下に、再生されたコンテンツファイルを移
動して格納する。具体的には、ＣＰＵ１０６は、記録媒体Ｍに記録されている仮想ディレ
クトリの管理情報を変更する。この操作により、仮想ディレクトリの構成が図６の構成か
ら図１２の構成に変更される。
【００５４】
　図１３はこの様な再生処理を示すフローチャートである。
【００５５】
　再生処理が開始されると、再生停止か否かを判定する（Ｓ１３０１）。停止でなければ
、停止状態になるまでループする。再生停止と判定した場合は、停止したファイルの停止
位置が終端位置であるか否かを判定する（Ｓ１３０２）。停止位置が終端でなければ、そ
のまま終了する。また、終端であると判定した場合、再生したコンテンツファイルが仮想
ファイルシステムのルートディレクトリに位置するか判定する（Ｓ１３０３）。ルートデ
ィレクトリに位置していなければ、そのまま処理を終了する。
【００５６】
　また、ルートディレクトリに位置していれば、再生終了ファイルの分類の問い合わせ画
面を表示する（Ｓ１３０４）。分類問い合わせに対して、分類実行をキャンセルした場合
、そのまま処理を終了する。また、分類実行が選択されたならば（Ｓ１３０５）、分類さ
れるカテゴリの一覧画面を表示し（Ｓ１３０６）、カテゴリ選択を待つ（Ｓ１３０７）。
カテゴリが選択されると、カテゴリを新規作成する必要があるか判定する（Ｓ１３０８）
。新規カテゴリ作成が必要な場合、カテゴリ作成画面を表示し（Ｓ１３０９）、新規カテ
ゴリを作成するとともに、再生終了ファイルを作成したカテゴリのフォルダに格納して処
理を終了する（Ｓ１３１０）。
【００５７】
　また、選択されたカテゴリが既に作成されていたカテゴリのうちの一つであれば、再生
終了ファイルを選択されたカテゴリのフォルダに格納し、処理を終了する（Ｓ１３１１）
。
【００５８】
　以上説明したように、本形態では、コンテンツデータの再生停止に応じて、このコンテ
ンツデータをカテゴリに分類するための問い合わせ情報を表示装置に出力することによっ
て、コンテンツデータをストレスなく分類することができ、容易に記録コンテンツを整理
することができる。
【００５９】
　また、既に作成されているいくつかのカテゴリの一覧を表示し、この中から選択するこ
とによって、分類のための手間がかからずに済む。
【００６０】
　さらに、同じカテゴリ一覧画面を利用して新規のカテゴリを作成するための画面表示へ
切り替えることができるので、新規カテゴリ作成が容易に行える。
【００６１】
　さらに、ルート位置にあるコンテンツの再生時、もしくは、いずれの分類項目にあては
まらないコンテンツの再生時に適応することによって、不必要なコンテンツの分類を行わ
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ない効果がある。
【００６２】
　なお、前述の実施形態において、カテゴリとは、ファイル内容の属性に関連付けられた
分類項目、または、任意のグループなどを示す。また、カテゴリの仮想ファルシステムに
おける階層位置は、任意に作成可能である。
【００６３】
　さらに、ユーザが任意に所望のカテゴリを選択するだけでなく、ＣＰＵによりカテゴリ
属性とファイル属性の関連を自動判定する方法が適応できる。
【００６４】
　また、前述の実施形態では、仮想ディレクトリにおけるルートディレクトリの下に保存
されているコンテンツファイルの再生停止時にのみ分類問い合わせ画面を表示したが、特
にルートディレクトリに限らず、別のフォルダに格納されているコンテンツファイルにつ
いても同様に再生停止時に分類の問い合わせ画面を表示してもよい。
【００６５】
　また、前述の実施形態では、コンテンツデータの終端まで再生して停止した場合に分類
問い合わせ画面を表示したが、終端まで再生せず、途中で再生を停止した場合にも問い合
わせ画面を表示する構成とすることも可能であり、終端まで再生した場合に問い合わせ画
面を表示するモードと、途中で再生停止した場合にも問い合わせ画面を表示するモードと
をユーザが任意に切り替えるよう構成してもよい。
【００６６】
　また、コンテンツデータの全体の時間に対し、再生した部分の割合が所定値、例えば半
分以上再生していた場合には、途中で再生を停止した場合にも自動的に問い合わせ画面を
表示する構成にしてもよい。
【００６７】
　また、分類問い合わせ画面において、分類実行がキャンセルされた場合、そのまま処理
を終了せず、新規カテゴリ作成画面の表示に切り替えることも有効な機能である。この場
合の処理を図１４のフローチャートに示す。
【００６８】
　図１４では、Ｓ１３０７でカテゴリが選択されなかった場合に、Ｓ１３０９に進んで自
動的に新規カテゴリ作成画面を表示する点が図１３のフローと異なる。
【００６９】
　また、カテゴリが選択されなかった場合、図１０のカテゴリ作成画面を表示せず、“否
分類”など、既存のカテゴリ以外のコンテンツをまとめておくという趣旨のフォルダを設
け、そこに自動的に移動、登録することも可能である。その場合、コンテンツファイルに
はその旨を示すフラグを負荷して記録しておき、次回の再生時には、その旨を表示するこ
とも可能である。さらに、そのコンテンツを消去、あるいは隠しファイルにすることも可
能である。
【００７０】
　また、前述の実施形態では、光ディスクに対して画像、音声データを記録再生する場合
について説明したが、これ以外にも半導体メモリを用いたメモリカードなど、ファイル形
式でデータを扱う記録媒体を利用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明が適用されるビデオカメラの構成を示す図である。
【図２】記録されているコンテンツファイルのディレクトリ構成を示す図である。
【図３】コンテンツ管理ファイルの様子を示す図である。
【図４】コンテンツ管理ファイル内のインデックスの様子を示す図である。
【図５】実ファイルシステムと仮想ファイルシステムにおけるフォルダ構成を示す図であ
る。
【図６】仮想ファイルシステムにおけるフォルダ構成を示す図である。
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【図７】仮想ファイルシステムにおけるフォルダ及びファイル一覧画面を示す図である。
【図８】カテゴリ分類画面の様子を示す図である。
【図９】カテゴリ選択画面の様子を示す図である。
【図１０】カテゴリ新規作成画面の様子を示す図である。
【図１１】カテゴリ新規作成画面の様子を示す図である。
【図１２】新規カテゴリ作成後の仮想ファイルシステムにおけるフォルダ構成を示す図で
ある。
【図１３】再生処理を示すフローチャートである。
【図１４】再生処理を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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